
毎年度等、下記の具体的な取組み方策を定めたら社内及び営業所内へ掲示するとともに、反省事項や
改善方法については、後日、改善処置等必要な方策を立てたときに掲示し直します。

わが社の事故防止のための安全方針
・ “輸送の安全第一”と“全職員の健康を第一”に考え全職員に周知徹底する。
・ 絶えず輸送の安全性向上に努める。
社内への周知方法
・ 「安全方針」を社内営業所に掲示する。

安全方針に基づく目標
第７期の安全目標 ・ 車両運行に関する人身事故 ０件・重大事故 ０件

・ 定期健康診断の実施
目標達成のための計画
第７期の安全計画 ・ デジタルタコグラフの活用による運行管理及び指導・教育の実施

・ 健康診断実施後の指導及び運行管理者との情報の共有化。

わが社における安全に関する情報交換方法
・ ヒヤリハットを含む不具合・事故発生の都度、メール・回覧・掲示などで内容・対策の情報を発信し

全社員と共有を行う。　内容に関しての討議を要する場合は社員を招集し会議にて協議する。

わが社の安全に対する反省事項
・ 問題点や是正事項は営業所内に掲示する。

反省事項に対する改善方法
・ 問題点や是正事項について改善・対策方法を策定し、営業所内に掲示する。

毎年度、下記の取組み状況を把握して社内及び営業所内へ掲示します。なお、安全方針、安全目標、
安全目標達成状況、自動車事故報告規則で定める事故に関する統計は公表しなければなりません。

わが社の安全に関する目標達成状況
・ 令和４年９月から令和５年８月にかけ、人身事故 ０件・重大車両事故０件。

わが社の事故に関する情報
・ 自動車事故報告規則第２条に規定する事故・・・・０件

会社名 代表者名

わが社の運輸安全マネジメントの取り組み
 ［第７期-令和５年９月～令和６年８月］


